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令和元年度末退職者（令和 2 年４月１日に組合員資格を喪失した人）から、退職後（組合員資格

喪失後）も「福祉保険制度」への継続加入が可能となりました。（退職時の年齢は問いません）。 

なお、以下いずれの場合でも傷病休職給付金は退職月の月末をもって脱退となります。  

(１) 定年退職者（常勤再任用満了者も含む） 

退職後も引き続き加入できます。（令和 3 年 10 月 31 日まで保障期間が継続） 

脱退のお申出がない場合は、令和 3 年 11 月１日以降も、自動更新※となります。 

なお、年度末で満 60 歳以上となる対象者には、令和 2 年 12 月頃、退職後の取扱いについて

の案内書類が登録されている住所へ送付されます。 

令和 3 年３月 31 日の定年退職と同時に脱退を希望する場合は、令和 2 年 12 月中旬までに

「公立学校共済組合『福祉保険制度担当』」のフリーダイヤルへ連絡し、必要書類を取寄せ の

上、必ず提出が必要となります。 

手続きに関する詳細については、12 月に送付される案内書類でご確認ください。 

※保険期間は１年間（11 月１日～翌年 10 月 31 日）で以後、毎年更新  

〈配当金等の取扱い〉 

項 目 
令和 3 年 10 月 31 日まで 

保障を継続し脱退する方※ 
定年退職と同時に脱退する方 

配 当 金 ① 「毎年受け取る」を選択した方

・令和 2 年 10 月までの配当金は令和 3

年 2 月上旬に送金 

・令和2 年11 月～令和3 年10 月までの

配当金は令和 4 年 2 月上旬に送金 

① 「毎年受け取る」を選択した方

・令和 2 年 10 月までの配当金は令和 3

年 2 月上旬に送金 

・令和2 年11 月～令和3 年3 月までの保

険料に対する配当金はなし 

② 「毎年積み立てる」を選択した方

・加入以降積み立てた配当金は令和 4 年

2 月上旬に送金 

② 「毎年積み立てる」を選択した方

・加入以降積み立てた配当金は令和 3 年

5 月上旬に送金 

・令和2 年11 月～令和3 年3 月までの保

険料に対する配当金はなし 

保険料の 

口座振替

等 

令和 3 年 4 月 22 日に令和 3 年 5 月～10

月までの保険料を口座から引き落とす（郵

便扱いの方は払い込み） 

未経過 

保険料 

未経過保険料（令和 3 年 4 月分）は令和 3

年 5 月上旬に送金 

※ 早期退職者（定年退職以外の退職者）、他の共済組合への異動者を含む。（年齢は問わない） 

その他 １ 福祉保険制度 
（ファミリー年金、医療費支援制度

元気づくりｻｰﾋﾞｽｺｰｽ）について― 加入者のみ ― 
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(2) 定年退職以外の退職者及び他の共済組合への異動者 

   退職後も引き続き加入できます。（令和 3 年 10 月 31 日まで保障期間が継続） 

脱退のお申出がない場合は、令和 3 年 11 月１日以降も、自動更新※となります。 

（退職と同時に脱退するための手続きはありません。） 

    また、令和 3 年 3 月 31 日の定年退職以外の退職者及び他共済への異動者へは、令和 3 年

7 月頃に令和 3 年 11 月 1 日からの保障について、更新するか否かの案内書類を登録されてい

る住所へ送付されます。 

※ 保険期間は１年間（11 月１日～翌年 10 月 31 日）で以後、毎年更新 

1 年更新の制度のため、退職と同時に脱退はできません。 

 
(3) その他 

ア  配当金等は、引き落としされた口座に送金されますので、送金が確認されるまで解約しない

でください。 

イ 退職後の取扱い照会先 

    公立学校共済組合 福祉保険制度担当 

    電  話 ０１２０－７７８－５９９（フリーダイヤル） 

   照会時間 月曜日～金曜日（祝日を除く） 午前 10 時から午後 4 時 

 

 

 

 

(1) 年金コース 

   令和 3 年 3 月末時点で満 60 歳以上の加入者で、退職予定の方へは、12 月末頃にご自宅へ退 

職後の取扱いについての案内が送付されますので、その案内に沿って手続きを行ってください。 

また、令和 3 年 3 月末時点で満 60 歳未満の加入者で、退職される方は、必ず下記の財団サー 

ビスセンターまでご連絡ください。 

 

(2)  医療・日常事故コース、介護保障コース 

  退職による手続きはありません。 

  医療入院コースは満 90 歳まで、日常事故補償コースは生涯にわたり加入を継続できます。 

   なお、アイリスプランに関する問い合せ等については、下記財団サービスセンターまでご連絡く 

ださい。 

   

 

 

 

 
 

2  アイリスプラン 
（年金コース、医療・日常事故コース 

及び介護保障コース）について 

 
【年金コース、医療・日常事故コース】 

 

  教職員生涯福祉財団サービスセンター      
電 話 0120－491－294(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ) 

  受 付 月曜日～金曜日（祝日を除く）  
午前 10 時～午後 4 時 

 

 
【介護保障コース】 
   

教職員生涯福祉財団サービスセンター内  
(株)一ツ橋サービス 

    電 話 0120－878－626(ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ)
    受 付 月曜日～金曜日（祝日を除く） 

午前 10 時～午後 4 時 

＊＊＊ 連絡・問い合わせ先 ＊＊＊
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  貸付金に未償還残高があるときは、原則として退職手当から控除することとなります。 

  なお、退職手当からすべて控除できない場合は、退職時の所属所を通じて連絡させていただ 

きます。（その後、振込票を送付しますので、未控除額を納入してください。） 

 また、団信制度の加入者で未経過保険料がある場合、7 月末頃に保険料引き落とし口座へ入 

金されますので、しばらくの間解約しないでください。 

 

 

 

 (1) 退職者（再任用職員採用予定者を含む。） 

   解約の手続きをしてください。令和 3 年 4 月以降、再任用職員として就職される方も必ず 

解約してください。総務事務システム対象職員は、総務事務システムにより行ってください。 

 なお、今年度に引き続き再任用職員として働かれる方は、解約の必要はありません。 

必 要 書 類 
・「福祉貯金解約請求書」（様式第４号） 

・「非課税貯蓄廃止申告書」（「非課税貯蓄申告書」を提出している者） 

提 出 期 限 

令和 3 年 3 月 2５日（木）必着 

※令和 3 年 3 月分まで積立をする場合は、令和 3 年 3 月 1 日以降に必要書

類を提出すること。 

提  出  先 福利課 厚生グループ又は三井住友信託銀行名古屋営業部 

備    考 

令和 3 年 3 月 2５日までの受付分は、令和 3 年 4 月 2０日に給付金等振込

口座に解約金を送金します。令和 3 年 3 月 2６日以降の受付分は 5 月以降

の送金となります。 

 (2) 再任用職員（令和 3 年 4 月以降就職者をいう。） 

   改めて福祉貯金に加入することができますので、希望者は令和 3 年 4 月以降、新規加入手続

きをしてください。 

   総務事務システム対象職員についても紙様式での手続きになりますので、総務事務システムか

ら行わないよう御注意ください。 

   なお、福祉貯金加入の手続きに関する書類については、各支所（教育事務所等）及び福利課厚

生グループにありますので、御連絡ください。 

    

必 要 書 類 

・「福祉貯金申込書」（様式第１号） 

・「福祉貯金口座振込（変更等）申出書」(短時間再任用職員として任用される場合

のみ提出。様式は互助会ホームページから各自でダウンロードしてください。) 

・「非課税貯蓄申告書」(障害者等の少額貯蓄非課税制度の適用を受ける場合のみ提出)

提 出 期 限 
毎月２５日 必着（総務事務システム対象職員は毎月 24 日必着） 

※ 締切日が土・日曜・休日の場合は、その前金融機関営業日が締切日となります。 

提 出 先 福利課厚生グループ（総務事務システム対象職員は総務事務センター） 

4  福祉貯金 
 

３  共済組合の貸付金残額の償還について 

 

– 63 –



- 64 - 

 

 

 

(1) 退職者（再任用職員採用予定者を含む。） 

   ア 一般財形・財形住宅 

     解約の手続きをしてください。 

     解約金は、「財産形成貯蓄等払戻請求書」（様式第４）を提出した翌月の末日までに、取扱金

融機関から直接振り込まれます。 

    必要書類 

・「財産形成貯蓄等払戻請求書」（様式第４） 

    提出期限 

・退職月の末日 

※書類の提出期限については、当日が土・日曜・休日の場合は、その前日となります。 

    提出先 

     ・所属長経由の上、福利課厚生グループへ提出 

     ※総務事務システム対象職員は、総務事務センターへ提出 

 

   イ 財形年金 

① 財形年金受取要件を満たしている者（要件：55 歳以上で積立期間 5 年以上） 

（ア）積立終了日が退職日以前の者 

受取方法を決める手続きをして下さい。 

    必要書類 

     ・「財産形成年金貯蓄入金指定口座等届出書」（非課税適用確認申告書）（様式第 5） 

     ・「財産形成貯蓄者退職等届出書」（様式第６） 

    提出期限 

     ・様式第 5 については、積立終了月の末日 

     ・様式第 6 については、退職月の末日 

※書類の提出期限については、当日が土・日曜・休日の場合は、その前日となります。 

    提出先 

     ・所属長経由の上、福利課厚生グループへ提出 

     ※総務事務システム対象職員は、総務事務センターへ提出 

 

（イ）積立終了日が退職日以後の者 

速やかに積立終了日を退職日以前に変更した上で、受取方法を決める手続きをして下  

さい。 

    必要書類 

・「財産形成貯蓄等変更届（Ａ）」（様式第 2） 

・「財産形成年金貯蓄入金指定口座等届出書」（非課税適用確認申告書）（様式第５） 

・「財産形成貯蓄者退職等届出書」（様式第６） 

    提出期限 

     ・様式第２については、退職月の前々月の末日 

     ・様式第 5 については、積立終了月の末日 

     ・様式第 6 については、令和 3 年 3 月末日 

※書類の提出期限については、当日が土・日曜・休日の場合は、その前日となります。 

５  財産形成貯蓄 
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    提出先 

     ・所属長経由の上、福利課厚生グループへ提出 

     ※総務事務システム対象職員は、総務事務センターへ提出 

② 財形年金受取要件を満たしていない者 

解約の手続きをしてください。 

         解約金は、「財産形成貯蓄等払戻請求書」を提出した翌月の末日までに、取扱金融機関から

直接振り込まれます。 

    必要書類 

・「財産形成貯蓄等払戻請求書」（様式第４） 

    提出期限 

     ・退職月の末日 

※書類の提出期限については、当日が土・日曜・休日の場合は、その前日となります。 

    提出先 

     ・所属長経由の上、福利課厚生グループへ提出 

     ※総務事務システム対象職員は、総務事務センターへ提出 

 (2) 再就職者（再任用職員は含まない。） 

再就職先で財形制度が実施されていれば、新勤務先において財形貯蓄を継続することができ

ますので、希望者は勤務先変更の手続きをして下さい。 

 必要書類 

・「財産形成貯蓄等変更届（Ｂ）」（様式第 3） 

  ※年金・住宅は個人番号の記入をお願いします。 

  提出期限 

  ・異動月の末日 

※書類の提出期限については、当日が土・日曜・休日の場合は、その前日となります。 

     提出先 

     ・所属長経由の上、福利課厚生グループへ提出 

  ※総務事務システム対象職員は、総務事務センターへ提出 

  事務処理 

  ・再就職先で確認のうえ、申込みの手続きをしてください。 
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特定健康診査・特定保健指導は、生活習慣病を予防することを目的とした健診と保健指導の制度で

す。法律により、公立学校共済組合を含む公的医療保険者は加入している４０歳から７４歳までの被

保険者及び被扶養者を対象に特定健康診査・特定保健指導の実施が義務付けられています。また、受

診者が少ない場合は、国の方針により組合員の皆様からの掛金が将来的に増額する可能性があります

ので、受診に御協力ください。 

 

【参考：特定健康診査・特定保健指導の実施方法】 

【 特 定 健 康 診 査 】 

問診や身体測定、採血や尿検査を含む健診から生活習慣病の発症リスクを確認します。 

 

公立学校共済組合愛知支部 

その他 

（現職・再任用フルタイム・臨時的任用職員等） （任意継続組合員） 

被保険者 

（組合員） 

次のいずれかを受診 

・職場の定期健康診断 

・人間ドック健診（４月募集・7 月以降受

診） 

特定健康診査受

診券（７月配付）

を持って各自健

診機関に予約し

て受診 

 

※共済組合が募

集する人間ドッ

クへの申込不可 

加入先による 

 

再就職先あるいは

居住地の市町村へ

問い合わせてくだ

さい。 被扶養者 
特定健康診査受診券（７月配付）を持って各

自健診機関に予約して受診 

 

 

【 特 定 保 健 指 導 】※該当者のみ随時通知 

健診結果から生活習慣病の発症リスクが高い方には保健指導を受けていただきます。 

 
公立学校共済組合愛知支部 

その他 
（現職・再任用フルタイム・臨時的任用職員等） （任意継続組合員） 

被保険者 

（組合員） 

次のいずれかを実施（予定） 

・人間ドック当日実施 

・学校訪問型特定保健指導 
特定保健指導利用

券（別途配付）を持

って各自実施機関

に予約して実施 

加入先による 

 

再就職先あるいは

居住地の市町村へ

問い合わせてくだ

さい。 
被扶養者 

特定保健指導利用券（別途配付）を持って各

自実施機関に予約して実施 

 

 

6  特定健康診査・特定保健指導 
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退職後も公立学校共済組合の施設及び他の共済組合（相互利用団体）が経営する施設をご宿泊さ

れる際に組合員料金でご利用いただけるカードです。 

 「公立共済メンバーズカード」をお持ちの方は、メンバーズカードが退職後も特別利用者証の代

わりとしてご利用いただけます。 

 なお、全国の公立共済やすらぎの宿の詳細情報は、専用ホームページからご覧いただけますので

ご利用ください。 

公立共済やすらぎの宿 URL： 

    また、相互利用団体については、以下の表のとおりです。 

相互利用団体一覧 

地方職員共済組合 全国市町村職員共済組合連合会 都市職員共済組合 

各市町村職員共済組合 日本私立学校振興・共済事業団 国家公務員共済組合連合会 

東京都職員共済組合 警察共済組合 文部科学省共済組合 

指定都市職員共済組合 防衛省共済組合 

７ 宿泊施設特別利用者証 

https：//www.kourituyasuragi.jp/
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付
G

6
0
歳

定
年

退
職

者
印
字
済
み
様
式

を
1
月
に
配
付

印
字
済
み
様
式

を
1
月
に
配
付

上
記

以
外

の
退

職
者

説
明
冊
子

ﾎ
ｰ
ﾑ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｼ
ﾞ
D
L

説
明
冊
子

ﾎ
ｰ
ﾑ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｼ
ﾞ
D
L

ﾏ
ｽ
ﾀ
ｰ
内

容
ｶ
ｰ
ﾄ
ﾞ
の

写
し

(
6
0
歳

定
年

以
外

)
6
0
歳

定
年

退
職

者
以

外
所

属
保

管
所

属
保

管

申
出
書
を
2
月
1
9
日
ま
で
に
提
出
し
た
者

3
月
中
旬
に
所
属
所
へ
送
付

3
月
中
旬
に
所
属
所
へ
送
付

申
出
書
を
2
月
2
0
日
以
降
に
提
出
し
た
者

3
月
中
旬
以
降
に
所
属
所
へ
送
付

3
月
中
旬
以
降
に
所
属
所
へ
送
付

該
当

す
る

者
が

い
る

場
合

の
み

提
出

ﾎ
ｰ
ﾑ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｼ
ﾞ
D
L

ｱ
ｲ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
D
L

総
務

事
務

セ
ン

タ
ー

総
務

事
務

セ
ン

タ
ー

期
日
ま
で
に
振
込

期
日
ま
で
に
振
込

―

所
属

所

所
属

所
ﾎ
ｰ
ﾑ
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｼ
ﾞ
D
L

退
職
時
の
手
続
一
覧

手
続

き
内

容
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｼ
ﾞ

担
当

県
立

学
校

以
外

備
考

任
意

継
続

掛
金

の
振

込
依

頼
書

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ

欄
提

出
書

類
等

所
属

所
所

属
所

任
意

継
続

組
合

員
申

出
書

・
被

扶
養

者
申

告
書

県
立

学
校

（
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
対
象
職
員
）

総
務

事
務

セ
ン

タ
ー

所
属

所

―
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説
明

冊
子

ｱｲ
ｼｽ
ﾃﾑ
Ｄ
Ｌ

ｱｲ
ｼｽ
ﾃﾑ
入
力

ﾎｰ
ﾑﾍ
ﾟｰ
ｼﾞ
Ｄ
Ｌ

共
済

指
定

互
助

会
指

定

県
指

定

所
属

保
管

用 紙 の 取 得 方 法 等

→
福
利

厚
生

事
務

（
退
職

者
用
）

の
冊
子

を
コ

ピ
ー

し
、

記
入

す
る

。

→
所
属

で
保

管
し

て
い

る
も

の
の
写

し
を

提
出

す
る

→
福
利

課
・

教
育

事
務

所
等

か
ら
互

助
会

指
定

用
紙

を
取

寄
せ

、
記

入
す

る

→
福
利

課
・

教
育

事
務

所
等

か
ら
県

指
定

用
紙

を
取

寄
せ

、
記

入
す

る

→
ｱｲ
ｼｽ
ﾃﾑ
か
ら

ﾀﾞ
ｳﾝ
ﾛｰ
ﾄﾞ
後
、

記
入
・

印
刷

し
、

総
務

事
務

ｾﾝ
ﾀｰ
に
提

出
す

る

→
ｱｲ
ｼｽ
ﾃﾑ
で
直

接
入

力
し

、
送
信

す
る

→
公
立

学
校

共
済

組
合

愛
知

支
部
の

ﾎｰ
ﾑﾍ
ﾟｰ
ｼﾞ
か
ら

ﾀﾞ
ｳﾝ
ﾛｰ
ﾄﾞ
後
、

記
入

す
る

→
福
利

課
・

教
育

事
務

所
等

か
ら
共

済
組

合
指

定
用

紙
を

取
寄

せ
、

記
入

す
る
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用
紙

の
取

得
提

出
方

法
提

出
先

用
紙

の
取

得
提

出
方

法
提

出
先

手
続

き
内

容
ﾍ
ﾟ
ｰ
ｼ
ﾞ

担
当

県
立

学
校

以
外

備
考

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ

欄
提

出
書

類
等

県
立

学
校

（
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
対
象
職
員
）

福
祉

保
険

制
度

6
1

年
金

G

（
ﾌ
ｧ
ﾐ
ﾘ
ｰ
年

金
,
 
医

療
費

支
援

制
度

，
元

気
づ

く
り

ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
ｺ
ｰ
ｽ
）

ア
イ

リ
ス

プ
ラ

ン
6
2

年
金

G

貸
付

金
残

額
の

償
還

6
3

共
済

経
理

G
退

職
手

当
か

ら
控

除

福
祉

貯
金

の
解

約
6
3

厚
生

G
福

祉
貯

金
解

約
請

求
書

互
助

会
指

定
ｱ
ｲ
ｼ
ｽ
ﾃ
ﾑ
入
力

互
助

会
指

定
福

利
課

又
は

三
井

住
友

信
託

銀
行

名
古

屋
営

業
部

非
課

税
貯

蓄
廃

止
申

告
書

障
害

者
等

の
非

課
税

貯
蓄

適
用

者

一
般

財
形

・
財

形
住

宅
6
4

厚
生
G

財
産

形
成

貯
蓄

等
払

戻
請

求
書

6
4

厚
生

G
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
入
金
指
定
口
座
等
届
出
書

財
産

形
成

貯
蓄

者
退

職
等

届
出

書

財
産

形
成

貯
蓄

等
変

更
届

財
形

年
金

（
受

取
要

件
を

満
た

し
て

い
な

い
者

）
6
5

厚
生
G

財
産

形
成

貯
蓄

等
払

戻
請

求
書

財
形

年
金

（
受

取
要

件
を

満
た

し
て

い
る

者
）

手
続

き
不

要

互
助

会
指

定

―

自
宅

あ
て

送
付

教
職

員
生

涯
福

祉
財

団
ｻ
ｰ
ﾋ
ﾞ
ｽ
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
に

連
絡

県
指

定
福

利
課

県
指

定
総

務
事

務
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

手
続

き
不

要

定
年

退
職

者
 
→

 
案

内
書

（
在

職
時

に
送

付
）

に
よ

り
手

続

自
宅

あ
て

送
付

互
助

会
指

定

―

上
記

以
外

の
退

職
者

 
→

 
案

内
書

（
退

職
後

に
送

付
）

に
よ

り
手

続
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 〒４６０－８５３４

共済貸付

組合員資格・被扶養者の認定

共済組合短期給付（医療費、各種給付金、災害、交通事故等）

任意継続組合員（医療費、掛金、口座管理等）

共済年金

福祉保険制度、アイリスプラン

共済組合保健事業、特定健康診査・特定保健指導

互助会福利厚生事業

福祉貯金、財形貯蓄

 総務事務センター

宿泊施設特別利用者証　

 公立学校共済組合本部
　 年金相談室
　月曜日から金曜日（閉庁日は除く）
　午前９時から午後５時30分まで

掛金・負担金

　　　　                 　　　　　　   ０５２－９５1－８４７０（直通）

 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号(一財)愛知県教育職員互助会

愛 知 県 教 育 委 員 会 福 利 課  FAX　０５２－９５３－５０５７

 名古屋市中区三の丸３－１－２（東大手庁舎７F)

 〒１０１－００６２

 電話　０３－５２５９－１１２２

 東京都千代田区神田駿河台２－９－５

 名古屋市中区新栄１－４９－１０（愛知県教育会館内)

 電話　０５２－２５１－５９１４

問  　い  　合  　わ 　 せ 　 先 　 一  　覧

　　　　厚生グループ　                 ０５２－９５４－６７７７（ダイヤルイン）

　　　　年金グループ　　　　　　　０５２－９５４－６７７６（ダイヤルイン）

　　　　資格・給付グループ　　　　０５２－９５４－６７７５（ダイヤルイン）

　　　　共済経理グループ　　 　　  ０５２－９５４－６７７４（ダイヤルイン）

 〒４６０－８５０１

 電話　０５２－７４６－２０００

公立学校共済組合愛知支部

 (一財）愛知県退職教職員互助会
　　　　　（小中学校関係）

 電話　０５２－９５７－１３８８

 名古屋市中区錦３－１１－１３（名古屋ｶﾞｰﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ内）

 〒４６０－０００３

 電話　０５２－２６１－２２４８

 名古屋市中区新栄１－４９－１０（愛知県教育会館内)

 〒４６０－０００７

 日本私立学校振興・共済事業団
  （旧私立学校教職員共済組合）

 (一財）愛知県公立高等学校教職
員退職互助会
　　　　　（高等学校関係）

 〒４６０－０００７
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